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信玄公祭りブラッシュアップ事業企画運営業務 

「公募型プロポーザル方式」公告 企画提案募集要項 

 

次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して、最良の提案

をした者を選定し、随意契約の相手方の候補者とする手続き（以下「公募型プロ

ポーザル」という。）を実施します。 

山梨県知事 長崎 幸太郎 

令和７年１２月２６日 

 

１ 趣旨 

信玄公祭りは、戦国時代の名将・武田信玄の遺徳を偲ぶ祭りとして例年開催

され、1,000人を超える参加者が戦国武者姿で集結する「甲州軍団出陣」は世

界最大の武者行列とされる。その一方で、甲府市以外の県民の関心が低いこと

や、若い世代に向けたコンテンツが不足していることなどが課題として指摘さ

れており、新たな魅力づくりが求められている。 

そこで、県庁前庭において、県内各エリアの伝統芸能の発表や、海外姉妹友

好地域の食や文化のＰＲブース設置など、地域や世代、国籍を超えた新たな交

流の輪が広がる未来志向の信玄公祭りへと進化させる「信玄公祭りブラッシュ

アップ事業」を実施する。 

この要項は、当該業務の受託者を決めるために実施する公募型プロポーザル

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

・ 信玄公祭りブラッシュアップ事業企画運営業務 

（２）業務内容 

・ 別紙「信玄公祭りブラッシュアップ事業企画運営業務仕様書」（以下「仕

様書」という。）による。 

（３）予算限度額 

・ 金１３，０４６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

・ ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の

規模を示すためのものであることに留意すること 

（４）履行期間 

・ 契約締結の日から令和８年７月３１日まで 

 

（５）企画提案に係る日程 
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・ 募集開始      令和７年１２月２６日（金） 

・ 質問票提出期限      令和８年 １月１５日（木） 

・ 参加申込書提出期限        令和８年 １月１５日（木） 

・ 企画提案資料提出期限      令和８年 ２月 ４日（水） 

・ 企画提案プレゼンテーション審査 令和８年 ２月１０日（火） 

・ 審査結果通知          令和８年 ２月１０日（火）以降 

 

３ 企画提案への参加 

（１）参加申込み 

・ 企画提案への参加を希望する者は、「（２）参加申込書及び添付資料」に

掲げる資料を提出し、提案参加資格の確認を受けること 

（２）参加申込書及び添付資料 

・ 次に掲げる参加申込書等を提出すること 

① 企画提案参加申込書（様式１） 

② 誓約書（様式２） 

③ 役員名簿（様式３） 

④ 商業・法人登記簿謄本（写し可） 

⑤ 直近の財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）の写し 

⑥ 事業者概要が把握可能な資料（法人パンフレット等） 

⑦ 都道府県税、消費税及び地方消費税を滞納していないことが確認で

きる書類  

※ 都道府県税の納税証明書（県税に未納がない旨の証明書）  

国税の納税証明書（その３の３）  

※ 課税対象となる事業所等を複数有する場合には、本社と、本業務

を遂行する事業所等にかかる証明書を提出すること（本社において

業務を遂行する場合には本社のみ）。ただし、山梨県内に課税対象

となる事業所等を有する場合には、業務の遂行如何に関わらず、当

該事業所等にかかる証明書の提出を必須とする。 

（３）参加申込書の提出期限 

・ 令和８年１月１５日（木） 午後５時必着 

（４）参加申込書の提出方法・提出先 

・ 電子メールにより、次のアドレスへ送信すること 

・ メールアドレス  

山梨県観光振興グループ：kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp 

※ 電話にてメール送信した旨を連絡すること（055-223-1557） 

（５）提案参加資格 

mailto:kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp
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資格者は、次のすべての要件を満たす法人とする。 

①  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に

該当する者でないこと 

②  物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（令和３年山梨

県告示第６７号）に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載

されている者又は契約までに名簿に登載見込みの者であること 

③  公告の日以降に、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置

要領（平成 26 年 12 月 1 日）」や「山梨県物品購入等契約に係る指名

停止等措置要領（令和 3 年 4 月 1 日）」に基づく指名停止を受けてい

る日が含まれる者でないこと 

④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申し

立て、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき民事再生手

続開始の申し立てがなされている者（更生手続開始又は民事再生手続

開始の決定を受けた者を除く）でないこと 

⑤  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第

77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

でないこと又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと 

⑥  本業務を的確に遂行する組織、人員等を有していること 

⑦  本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金

等について十分な管理能力を有していること 

⑧  山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること 

※ 上記の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があ

った場合は、応募を認めないことがあります 

 

４ 契約形態 

・ 公募型プロポーザルにより、企画提案について審査の結果、最も評価が高

かった者を第一位の委託業務実施候補者として交渉を行い、随意契約により

契約を締結する。 

・ 第一位の委託業務実施候補者が契約を締結しない場合には、次点の者と契

約の交渉を行う。企画提案資料を提出後、契約を締結するまでの間、「３ 企

画提案への参加」を満たさない事態が発生した場合には契約を締結しないも

のとする。手続きの停止又は契約を解除した場合も、当該業務に要した費用

については、一切補償しないものとする。 

 

５ 企画提案に係る質問の受付 

（１）質問方法及び送付先 
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・ 本企画提案及び仕様書に対し質問がある場合には、質問票（様式４）に

記載の上、電子メールにて次のアドレスに送信すること。その際、件名を

「信玄公祭りブラッシュアップ事業企画運営業務に関する質問（貴事業

者名）」とすること 

・ メールアドレス  

山梨県観光振興グループ：kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp 

※電話にてメール送信した旨を連絡すること（055-223-1557） 

（２）受付期間 

・ 令和８年１月１５日（木）正午必着 

（３）質問に対する回答 

・ 質問に対する回答は、令和８年１月１５日（木）以降に山梨県観光文化・

スポーツ部観光振興グループのホームページで公開する。 

（４）その他 

・ 電話や口頭での質問には応じない。ただし、質問票の内容に疑義が生じ

た場合は、質問者へ問い合わせを行う。 

 

６ 企画提案資料の提出・審査 

（１）提出資料 

・ 企画提案資料は１参加者につき１件のみとし、次により提出すること 

① 業務体制 

・ 本業務遂行のための体制が把握できる資料（プロジェクトチームの

編成、人員数、関連事業者等とのネットワーク、類似事業の受注実績

等） 

② 企画提案資料 

・ 様式は任意とし、企画コンセプト、アピールポイント（過去のイベ

ント企画運営事例、ブース装飾、展示パネル等）、作業スケジュール

等を簡潔に記載するとともに、仕様書の業務内容等への対応を記載す

ること 

・ 企画提案資料のデータサイズは３０MB 以内（印刷した場合、Ａ４

横サイズで３０ページ以内、Ａ３版はやむを得ない場合に限る）とし、

提出の際は、メール１送信あたり１０MB以内とする（１０MBを越え

る場合は分割して送信すること。大容量転送ファイルの利用は不可

とする）。 

③ 見積書 

・ 様式は任意とし、税抜価格、消費税、積算内訳をできる限り詳細に

記載のこと 

mailto:kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp
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・ 見積額は予算限度額の範囲内とすること 

（２）提出方法・提出先 

・ 郵送及び電子メールにより期限までに必着のこと。その際、件名を「信

玄公祭りブラッシュアップ事業企画運営業務（貴事業者名）」とすること 

・ 郵送先 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内１－６－１  

山梨県観光振興グループ 

・ メールアドレス  

山梨県観光振興グループ：kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp 

※電話にてメール送信した旨を連絡すること（055-223-1557） 

（３）提出部数 

・ ８部（正本１部、副本７部） 

（４）提出期限 

・ 令和８年２月４日（水）午後５時必着 

（５）審査 

・ 実施日時、場所 

①  令和８年２月１０日（火）※時間、場所は別途通知する。 

② １社３０分（提案資料説明２０分、質疑応答５分、準備・入退室５分）

を予定。資料説明については２０分が経過した場合、直ちに終了する。 

・ 審査方法 

① 提出された企画提案資料及びプレゼンテーションを基に選考委員に

よる審査を行います。ただし、申込事業者が多数であった場合は、提出

された企画提案資料のみで審査を行う場合がある。 

② プレゼンテーション審査の採点の合計により各提案者の順位を決め、

第一位の者を委託業務実施候補者とする。 

③ 最高得点の者が同点の場合、経費の見積等を総合的に判断し、委託業

務実施候補者を選定する。 

・ 審査基準 

別添「提案書評価基準」のとおり 

・ 結果通知 

審査結果は、プレゼンテーション参加者全員に令和８年２月５日（木）

以降に通知する。 

・ その他 

① 総得点が一位であっても仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い

審査項目がある場合は委託業務実施候補者に選定しないことがある。 

② 提案説明者は、主担当となる者が行うこととし、会場への入室者は２

名以内とする。 

mailto:kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp
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③ プロジェクター及びスクリーンは山梨県で用意するが、自前のプロ

ジェクターの持込みも可能。また、プロジェクターの使用は任意とす

る。会場の都合上、特殊な方法で行う場合は、事前に連絡すること。 

④ やむを得ない事情がある場合を除き、プレゼンテーションに参加し

ない場合は、選定から除外する。 

⑤ プレゼンテーション等で使用する参考資料等は、別途提出を受け付

けるが、採点の対象とはしない。 

⑥ 審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

⑦ 審査はオンライン又は書面により行う場合がある。 

 

７ 企画提案の無効 

次のいずれかに該当する者の企画提案は無効とする。 

（１）提案に参加する資格のない者が提案したとき 

（２）所定の日時までに企画提案資料等を提出しないとき 

（３）提案に関して談合などの不正行為、又は参加に際して事実に反する申し

込みや提案などの不正行為があったとき 

（４）提案者が、他人の提案の代理をしたとき 

（５）事業者選考審査会の委員又は担当部局職員に対して、直接又は間接的に

本公募に関し援助を求めたとき 

（６）本要項に規定する参加資格を満たすことが確認された者が、その確認後

において、次のいずれかに該当するとき 

・ 本要項に規定する参加資格を満たさなくなったとき 

・ 企画提案資料等に虚偽の記載をしたとき 

 

８ 契約 

（１）契約の方法 

・ プレゼンテーション審査後、第１位の候補者と協議を行い、随意契約

により契約を締結する。ただし、第１位の候補者と協議が整わない場

合は、次点の者と協議する。 

（２）契約保証金 

・ 上記（１）で協議が整った者は、定められた期限までに、山梨県財務規

則（昭和３９年山梨県規則第１１号。以下「規則」という。）第１０９

条の規定に基づき契約保証金を納付しなければならない。ただし、規

則第１０９条の２の規定に該当する場合には、契約保証金を免除する。

また、規則第１２０条の規定に該当する場合には、違約金を支払わな

ければならない。 
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（３）その他 

・ 仕様書は企画提案の内容を踏まえ、変更する場合がある。 

・ 著作者人格権による損害賠償の請求等については、本件契約者におい

てこれを処理するものとする。 

・ 採択決定後から委託契約締結までの間に、山梨県との協議を経て、業

務内容、業務規模、金額等に変更が生じる可能性がある。 

・ 災害の発生等により、やむを得ず事業を中止、延期又は事業内容を変

更する場合がある。その際の契約内容については、山梨県と協議の上、

決定することとする。 

 

９ その他 

（１）企画提案に要する費用は、参加者の負担とする。  

（２）参加表明後に企画提案資料の提出を辞退する場合は、メールにより不参

加の旨を連絡すること。なお、企画提案の辞退は自由であり、今後、当該

辞退による不利益な取り扱いはしない。 

（３）提出された企画提案資料等は返却しない。 

（４）本提案により知り得た情報を第三者に漏らさないこと。 

（５）契約の優先交渉権者として特定された後に、提案内容を適切に反映した

仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方法について提案を求める

ことがある。  

（６）特定された企画提案資料等の内容については、協議の上、本業務の仕様書

に反映する場合がある。  

（７）参加及び企画提案に関する説明会は開催しない。 

（８）災害等、不測の事態が生じた場合は、本業務に関する手続きを延期するこ

とがある。 

（９）提出された資料は、本業務の採択に関する審査以外の目的には使用しな

い。 

（１０） 提案内容の機密保持には十分配慮するが、採択された場合には、「行政

機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成 11年 5月 14日法律第

42 号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する

情報等）を除いて情報公開の対象となる。 

（１１） 選考経過についての問い合わせは受け付けない。 

（１２） この手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は円とする。 

 

１０ 問い合わせ先 

（１）原則として５(１)により問い合わせを行うこと。 
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（２）質問票によることが適当でない場合は電子メール（山梨県観光振興グル

ープ：kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp）にて問い合わせを行うこと。電

話での問い合わせには対応しない。 
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